
１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 　 ○ 　 有

2 社外取締役 ○ 　 ○ 有

3 社外取締役 ○ ○ 有

4 社外取締役 ○ ○ 有

5 社外取締役 ○ ○ 有

6 社外取締役 ○ ○ 有

7 社外取締役 ○ ○ 新任 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

4

提出日 2026/6/1 異動（予定）日 2026/6/24

独 立 役 員 届 出 書

会社名 株式会社　山陰合同銀行 コード 8381

Graeme David Knowd

独立役員届出書の
提出理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため。

番号 氏名
社外取締役／
社外監査役

独立役員
役員の属性（※２・３）

異動内容
本人の
同意

倉都　康行

後藤　康浩

本井　稚恵

瀬古　智昭

大森　浩

橋澤　加世

番号 該当状況についての説明（※４）

本井氏は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての
通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはな
いと判断されることから、取引の概要の記載を省略します。

本井氏については、コンサルティング会社においてシニアマネージャー、エグゼク
ティブ・パートナーとして、多数のプロジェクトの責任者を務め、豊富な実務経験、
専門的知見を有しております。また、女性の活躍支援にも力を注いでおり、多様性あ
る人材育成に関する知見・経験も豊富であります。2022年6月に社外取締役に就任し
て以来、当行の経営に対し、様々な角度から的確な助言、提言を行うなど取締役の職
務・職責を適切に果たしてきました。引続き、当行の健全性の維持、企業価値の向上
のため、経営全般に対する助言・提言、ならびに客観的・中立的な立場での取締役会
における意思決定機能、監督機能および牽制機能を期待できる人物と判断し、選任し
ております。同氏は、当行が定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一
般株主との利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有しているため、証券取引
所規則に定める独立役員に指定しております。

選任の理由（※５）

倉都氏は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての
通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはな
いと判断されることから、取引の概要の記載を省略します。

倉都氏については、国際金融分野における専門的な知見と国内外での金融業務におけ
る豊富な経験を有し、地元出身者として当行の地域特性も熟知しております。2018年
6月に社外取締役に就任して以来、当行の経営に対し、様々な角度から的確な助言、
提言を行うなど取締役の職務・職責を適切に果たしてきました。引続き、専門的・実
践的な視点から当行経営全般に対する助言・提言、ならびに客観的・中立的な立場で
の取締役会における意思決定機能、監督機能および牽制機能を期待できる人物と判断
し、選任しております。同氏は、当行が定める「社外役員の独立性に関する基準」に
照らし、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有しているた
め、証券取引所規則に定める独立役員に指定しております。

後藤氏は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての
通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはな
いと判断されることから、取引の概要の記載を省略します。

後藤氏については、新聞社において海外総局駐在員、論説委員、編集局アジア部長、
編集委員等を歴任し、また現任の大学教授として産業構造分析、アジア経済、日本企
業の海外進出等の分野で専門的な知見を有しております。2021年6月に社外取締役に
就任して以来、当行の経営に対し、様々な角度から的確な助言、提言を行うなど取締
役の職務・職責を適切に果たしてきました。引続き、専門的・実践的な視点から当行
の経営全般に対する助言・提言、ならびに客観的・中立的な立場での取締役会におけ
る意思決定機能、監督機能および牽制機能を期待できる人物と判断し、選任しており
ます。同氏は、当行が定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主
との利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有しているため、証券取引所規則
に定める独立役員に指定しております。

Graeme David Knowd氏は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般
預金者としての通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及
ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しま
す。

Graeme David Knowd氏については、中央銀行や国際機関、グローバルな金融機関、格
付会社などで、長年、国内外の企業分析の実績を積み、格付会社では地域の責任者を
務めるなど、豊富な実務経験、金融機関経営に関する専門的な知見を有しておりま
す。当行の健全性の維持、企業価値の向上のため、当行経営全般に対する助言・提
言、ならびに客観的・中立的な立場での取締役会における意思決定機能、監督機能お
よび牽制機能を期待できる人物と判断し、選任しております。同氏は、当行が定める
「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主との利益相反の生じるおそれ
がなく十分な独立性を有しているため、証券取引所規則に定める独立役員に指定して
おります。

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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番号 該当状況についての説明（※４） 選任の理由（※５）

5

6

7

４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

瀬古氏および鳥取あおぞら法律事務所は当行の取引先でありますが、取
引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であり、株主・投資者の
判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の
記載を省略します。

瀬古氏については、弁護士及び公認会計士としての高い見識及び法令・財務・会計に
関する専門的知識を有し、2021年6月からは監査等委員である取締役を務め、その職
務・職責を適切に果たしております。引続き、豊富な経験や見識を生かすことによ
り、中立的・客観的な視点で取締役の職務執行を監査・監督し、的確、適切な意見・
助言を行うことができる人物と判断し、監査等委員である取締役に選任しておりま
す。また、直接会社経営に関与した経験はありませんが、同様の理由から社外取締役
として適切に職務を遂行できる人物と判断しております。同氏は、当行が定める「社
外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主との利益相反の生じるおそれがな
く十分な独立性を有しているため、証券取引所規則に定める独立役員に指定しており
ます。

大森氏および株式会社大森会計事務所は当行の取引先でありますが、取
引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であり、株主・投資者の
判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の
記載を省略します。

大森氏については、公認会計士および税理士としての財務および会計に関する専門的
知識と実務経験を有しております。その豊富な経験や見識を生かすことにより、新し
い視点から取締役の職務執行を監査・監督し、的確・適切な意見・助言を行うことが
できる人物と判断し、監査等委員である取締役に新たに（削除）選任しております。
同氏は、当行が定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主との利
益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有しているため、証券取引所規則に定め
る独立役員に指定しております。

橋澤氏は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての
通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはな
いと判断されることから、取引の概要の記載を省略します。

橋澤氏については、弁護士としての高い見識および法令に関する専門的知識を有して
おります。また、米国ニューヨーク州の弁護士としても登録しており、その豊富な知
識と実務経験、ならびにグローバルな視点を生かし、取締役の職務執行を監査・監督
し、的確・適切な意見・助言を行うことが期待できる人物と判断し、監査等委員であ
る取締役に新たに選任しております。同氏は、当行が定める「社外役員の独立性に関
する基準」に照らし、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有
しているため、証券取引所規則に定める独立役員に指定しております。

『社外役員の独立性に関する基準』について
当行における社外取締役または監査等委員である社外取締役（以下、併せて「社外役員」という。）であって、以下に掲げる項目いずれにも該当しない場合は、当
行に対する独立性を有した社外役員と判断する。
１．当行または当行の関係会社（※１）の業務執行者である者（※２）およびその就任の前10年以内において業務執行者であった者
２．当行を主要な取引先（※３）とする者またはその業務執行者、または最近3年間において業務執行者であった者
３．当行の主要な取引先またはその業務執行者、または最近3年間において業務執行者であった者
４．当行から役員報酬以外に、直前事業年度を含む3年間の平均で1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている公認会計士、弁護士その他のコンサルタント
５．監査法人、法律事務所、コンサルティングファームその他の専門的法人、組合等の団体が、当行を主要な取引先とする場合または当行の主要な取引先である
　　場合における、当該団体に属する者、または最近3年間において当該団体に属していた者
６．当行から直前事業年度を含む3年間の平均で1,000万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者
７．当行の法定監査を行う監査法人に属する者、または最近3事業年度において当該監査法人に属していた者
８．当行の業務執行者が現在または過去3年以内に他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行者
９．下記に掲げる者の配偶者または二親等内の親族
　（１）当行または当行の関係会社の重要な業務執行者（※４）
　（２）上記2．から８．に掲げる者
　　ただし、２．３．６．８．においては、重要な業務執行者に限る。４．および５．においては、公認会計士や弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。
　　７．においては、所属する組織における重要な業務執行者および公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。
※１関係会社とは、子会社および関連会社を指す。
※２業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他法人等の業務を執行する役員、会社法上の社員、理事、その他これらに類する役職者
　　および使用人として業務を執行する者をいう。
※３主要な取引先とは、その取引実態に照らし相手方の事業等の意思決定に対して上記※１に定義する関係会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある者を
　　いう。
※４重要な業務執行者とは、上記※２に定義する業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役その他法人等の業務を執行する役員または部門責任者として重要な
　　業務を執行する者をいう。
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